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名音小学校（久永公人校長）では、6 月１３日（土）

に「がやまき」作りが開催されました。

　「がやまき」とは、旧暦５月５日の端午の節句に男

の子の無病息災や健やかな成長を祈り、蒸したもち米

とガヤと呼ばれる植物（正式名：チガヤ）で作る飾り

の一種。家の玄関や軒下に飾り、毎年新たに作ったも

のと交換します。以前は奄美大島の各地で作られてい

たそうですが、現在は名音集落のみで引き継がれてい

る風習です。

　がやまき作りは、地域の伝統文化を途絶えさせては

ならないと、名音小学校と「むつみ会」（宮島吉盛会長）

が毎年一緒に取り組んでいる行事で、今年は４月から

始まった土曜授業で開催されました。作り方を教えて

くれる「むつみ会」の地域の方々を始め、保護者や青

年団員、保育園児も参加し、教室はにぎやかな雰囲気

に包まれていました。高学年の児童達は、慣れた手つ

きで自分のがやまきが作り終わると、悪銭苦闘してい

る今年度赴任してきた新任の先生に手をさしのべてあ

げる場面や、10 年前に名音小学校でがやまき作りを

体験した青年団員が児童に作り方を教えるなど、名音

小学校とむつみ会の取り組みが、地域の子どもや青年

達に脈々と引き継がれていると感じた授業でした。

今年度、大和村立特別養護老人ホーム大和の園（村

山米和園長）は、開園 30 周年の節目の年を迎

えました。５月 27 日（水）には記念式典が開催され、

入所者や家族会、行政関係者や来賓など約 120 名が

出席。地域福祉の拠点施設として充実・発展を願い、

盛大に祝福しました。

　大和の園は 1985 年５月に開園し、国定公園ヒエン

浜を背にし、美しい景観に囲まれた施設。現在は男性

14 名、女性 36 名、計 50 名が入所しています。「地

域に開かれ・地域に愛され・地域に信頼される施設を

目指し、利用者の安心・安全・憩いの園として暮らし

を支えることができるよう“心をつなぐ明日への介護”

の実践」を基本理念に、職員は元より、家族会や地域

住民もが一体となり、日々の介護や夏祭りなどのイベ

ントの開催、清掃活動や散髪のボランティアなど、入

所者が住み慣れた場所で充実した生活が送れるよう取

り組んでいます。

　家族会会長の森田昌敬さん（今里・57 歳）は、「職

員の皆様の老人福祉に対する熱い思いに感謝し、家族

会として入所者・園・家族会が三位一体となって益々

発展することを願います。」とお祝いの言葉を贈りま

した。

地域に支えられ 30周年

土曜日も学校たのしいな

特別養護老人ホーム大和の園　記念式典

名音小学校でがやまき作り

大和村と大和郵便局（屋井智昭局長）、名音郵便

局（川畑輝芳局長）は、災害発生時の協力に関

する協定書を交わし、4 月 16 日に調印式が大和村役

場で開催されました。

　協定は、災害が発生した際に郵便局の業務ネットワ

ークを生かして被災の情報収集を行い連携して事態に

対応するというもの。大和村の郵便局長が防災士の資

格を取得したことから、今回の協定締結となりました。

自治体が郵便局と災害時についての協定を結ぶのは奄

美群島で初の事例です。

　協定の内容は、被災者に対する郵便はがきなどの無

料交付、郵便物の料金免除、避難所の開設状況や避難

者リストなどの情報の相互提供、避難所へ臨時郵便差

出箱の設置、郵便ネットワークを活かした広報活動な

どです。

　協定式で伊集院村長は、「2 人の郵便局長が防災士

の資格を取得されたことから、今回の協定締結が結ば

れ、行政だけでなく住民も大変心強く思う。また、郵

便局との連携は村民を守るうえでありがたく、効果を

生むと思う。協定締結を契機に、村民が安全・安心し

て暮らしていけるむらづくりにより一層取り組みた

い。」とあいさつしました。

国直莢の会（晨原政代会長）と大和浜ゆりじま会

（吉田のり子会長）は、毎月１回集落公民館で「ワ

ンコインランチ」を開催しています。

　集落に住むお年寄りたちと食卓を囲み、賑やかに美

味しいごはんを一緒に食べようと計画したことが始ま

り。100 円という気軽さながら、お腹いっぱいおいし

いヒマバン（昼食）が食べられるとあって、毎回人気

を博しています。

　国直莢の会では、ちらし寿司や鶏飯、ミートソース

スパゲティなど毎回献立が変わり、利用する高齢者達

は「次回の献立は何？」と、楽しみな様子。一方、大

和浜ゆりじま会の献立はカレーと決まっていますが、

使用するスパイスはパキスタンなど外国から仕入れた

本格派マサラカレー。辛みを押さえ、お年寄りにも受

け入れられるよう味付けやスパイスの組み合わせに工

夫を凝らしています。どちらの集落もお年寄りや周辺

の集落民などで 30 名を超す人々がワンコインランチ

を利用し、ランチが終われば、世間話に花を咲かせ、

公民館はいつもに賑やか。国直莢の会は毎月第一水曜

日開催、ゆりじま会は毎月不定期開催ですが、集落放

送で事前にお知らせしていますので、ぜひみなさんも

一度お立ち寄りください。

お腹いっぱいみしょれ～！

奄美初！災害時連携協定を締結

月に 1 回 集落公民館でワンコインランチ開催

地域とのネットワークを生かし地域貢献
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■ 2 割負担となる対象者
　65 歳以上の方で、合計所得金額が 160 万円以上の
方が対象です（単身で年金収入のみの場合、年収 280
万円以上）。７月中に要介護認定を受けている方全員
に「介護保険負担割合証」を送付いたします。被保険
者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、
必ず 2 枚一緒にサービス事業者や施設に提出してくだ
さい。
※利用者の負担額には上限があり、上限が超えた分は
高額介護サービス費が支給されますので、すべての方
が 2 倍になるわけではありません。
※第 2 号被保険者は、一律１割負担です。

■１割負担となる対象者
　世帯の 65 歳以上の方の「年金収入とそのほかの合
計所得金額」の合計が単身で 280 万円未満、2 人以
上の世帯で 346 万円未満の場合は 1 割負担です。

【高額介護サービス費の月々負担の上限額が 8 月から
引き上げられます】
　利用者負担段階区分に「現役並み所得者」が新設さ
れ、月々の負担の上限が引き上げられます。

■引き上げの対象となる方
　同一世帯に 65 歳以上（第 1 号被保険者）で現役並
みの所得の方がいる世帯（課税所得 145 万円以上の
方がいる世帯）です。
　限度額が 37,200 円から、44,400 円に引き上げら
れます。ただし、「現役並み所得相当の方がいる世帯」
の区分の方でも、同一世帯内の第一号被保険者の収入
が一定未満の場合には、申請により、「現役並み所得
相当」から「一般」の区分になります。
　対象となり得る方については、７月中に申請書を送
付しますので申請してください。

【問い合わせ先】
大和村役場　保健福祉課　電話：57-2218（直通）　

　国勢調査は５年ごとに 10 月 1 日を基準日として実

施される、国の最も重要な統計調査です。
　調査結果は、私たちが住む地域の社会福祉、雇用、
環境整備、防災対策など、さまざまな施策に利用され
ます。
　調査内容は、住んでいる人に関する 13 項目（性別、
生年月日、世帯との続柄、配偶の関係など）と世帯に
関する４項目（世帯の種類、人数など）です。
　調査は「インターネット回答」「調査員に直接提出」
のどちらかで回答することができます。９月～ 10 月
にかけて調査が実施され、所定の腕章と名札を着用し
た調査員がそれぞれの世帯へパンフレットや紙の調査
票、封筒などを配布します。調査票を調査員に直接提
出する場合は、後日、調査員が回収に訪問しますので
提出してください。
　今年の国勢調査では、はじめてインターネット回答
が全国で実施されます。
　仕事などで帰宅する時間が遅くなったり、日中不在

にすることの多い世帯でもインターネットに接続でき
る環境があれば、パソコンやスマートフォンから 24
時間いつでも回答できます。
　また、不正アクセスなどの監視を 24 時間行ってい
るので、回答したデータは厳重に守られます。
　「インターネット回答」「調査員に直接提出」のそれ
ぞれの回答方法については、調査員が 9 月に配布する
パンフレットなどをご覧ください。

【問い合わせ先】
大和村役場総務企画課　電話：57-2111（直通）

ネット回答が簡単！便利！

介護保険の費用負担が変わります

平成 27 年国勢調査

一定以上の所得がある方は、平成 27 年 8 月からサービス利用の負担割合が増

　マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分
野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活
用されるものです。
　マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、
期待される効果としては、大きく３つあげられます。

（１）所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受
けとることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行えるようになります。

（２）添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます、また、行政機関が持ってい
る自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

（３）行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転機、入力などに要している時間や労力が大幅に削
減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

●マイナンバーはいつ、どのように通知されますか？
　平成 27 年 10 月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に 12 桁のマイナンバー（個人番号）が通知され
ます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方へも通知されます。通知は、市町村
から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
平成 28 年１月以降には、申請により個人番号カードが交付されます。
　マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一
生変更されませんので、大切にしてください。
　法人には、１法人１つの法人番号（13 桁）が指定され、どなたでも自由に使用できます。
●マイナンバーはいつからどのような場面で必要になりますか？
　平成 28 年１月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。
①毎年６月の児童手当の現況届を提出する際にマイナンバーを提示
②厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示
③源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示
などの場面でマイナンバーが必要となります。
　マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用で
きません。
●個人番号カードとは何のこと？
　個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真が表示され、裏面にはマイナンバー
などが記載されます。個人番号カードは市町村に申請することで、平成 28 年１月以降公布されます。
　個人番号カードは、①本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、②カードに搭載された IC チ
ップや電子証明書を用いて、e-TAX をはじめ、各種電子申請を行うことができます。また、③自治体の図書館
利用証や印鑑登録など各地方公共団体が条例で定めるサービスにも使用できます。
　なお、IC チップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所
得の情報や病気の履歴などプライバシー性の高い個人情報は記載されません。そのため、個人番号カードから
すべての個人情報がわかってしまうことはありません。
●マイナンバーは他人に提供してもよいのですか？
　法律で定められた目的以外にむやみにマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不
正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報
を他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

〈マイナンバー制度に関するお問い合わせ・ホームページ〉
電話　０５７０―２０―０１７８　※外国語対応（英語）　０５７０―２０―０２９７
　　　平日９時３０分～１７時３０分（土日祝日・年末年始を除く）
ＨＰ　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido
　　　( 内閣官房ホームページ　「マイナンバー」で検索してくさださい。）

マイナンバー（社会保障・税番号）制度が始まります

一人に一つ　マイナンバー
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  台風シーズンに備えよう !
防災行政無線受信機の確認 ～電源ランプほか～

電池

電源ランプ

音量ボリューム 電源

○　　電源ランプ

●　　赤点灯

★★　赤緑交互点滅

★　　橙点滅

★　　赤点滅

  ……  正常です。

  ……  停電です。

  ……  電池切れです。

  ……  受信圏外です。

  ……  故障です。

●　　緑点灯

  ……  受信機の状態
アンテナ：聞き取りにくい場合、アンテナが十分に伸びて

             いるかまたはアンテナの方向を確認してください。

電 子 音  ：放送終了後に短い電子音が３回鳴るものは電池

　　　　が切れています。

電　池　：電池が消耗している場合は電源ランプの赤色と

　　　　緑色が交互に点滅しますので交換してください。

電　池　：乾電池は単１、単２、単３（全種各 2 個）のい

　　　　ずれかで使用できます。

電 　源　：電池を交換後も電源ランプは点滅しますので電

　　　　源を入れ直すかコンセントを差し込み直してくだ

　　　　さい。

※防災行政無線に関するお問い合わせは大和村役
場総務企画課（℡ 0997-57-2111）までお問い合わ
せ下さい。
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み
な
さ
ん
、こ
ん
に
ち
は
。
暑
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、

い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？
こ
れ
か
ら
診
療
所
が

本
誌
の
一
部
を
頂
き
、
皆
さ
ん
の
健
康
に
関
す
る
情
報

を
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
暑
く
な
っ
て
く
る
と
心
配
な
病
気
「
熱
中

症
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
高
温
環
境
の
下
で
体

内
の
水
分
や
塩
分
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
り
、
体
内
の

調
整
機
能
が
破
綻
す
る
な
ど
し
て
発
症
す
る
障
害
を
「
熱

中
症
」
と
呼
び
ま
す  

1)

。

　

以
前
は
、「
熱
射
病
」
や
「
日
射
病
」
と
い
う
言
葉
を

よ
く
耳
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
「
熱
中
症
」
と

言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
近
、
イ
ン
ド
南
部
が
熱

波
で
2
千
人
を
超
え
る
死
亡
者
が
出
た
の
も
記
憶
に
新

し
い
と
思
い
ま
す 

2)

。
国
内
で
も
平
成
22
年
の
熱
中
症

に
よ
る
死
亡
者
は
１
７
１
８
人
も
の
ぼ
り
ま
し
た  

3)

。

そ
の
う
ち
家
庭
で
の
発
生
が
７
８
３
人
（
４
５
．
６
％
）、

65
歳
以
上
の
方
々
が
７
９
．
３
％
を
占
め
、
特
に
女
性

に
多
い
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。

　

熱
中
症
は
、
正
し
い
知
識
が
あ
れ
ば
予
防
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
熱
中
症
に
つ
い
て
知
り
、
暑
い
季
節
も

安
全
に
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

  

熱
中
症
の
分
類(

図
1)

　

熱
中
症
に
は
、
Ⅰ
〜
Ⅲ
度
の
重
症
度
が
あ
り
ま
す
（
日
本

救
急
医
学
会
）。
症
状
と
そ
れ
に
応
じ
た
対
処
法
、
医
療
機

関
へ
の
搬
送
の
必
要
性
を
3
段
階
に
分
類
し
、
一
般
の
人
に

も
理
解
し
や
す
く
し
た
も
の
で
す
。

　

手
足
が
し
び
れ
る
、
め
ま
い
、
立
ち
く
ら
み
、
筋
肉
の
痛

み
、
気
分
が
悪
い
な
ど
の
症
状
が
あ
り
、
現
場
の
救
急
処
置

で
回
復
す
る
も
の
を
Ⅰ
度
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
筋
肉
に
限
局

し
た
症
状
と
、初
期
の
軽
い
脱
水
に
よ
る
所
見
と
い
え
ま
す
。

　

頭
痛
、
吐
き
気
、
嘔
吐
、
倦
怠
感
の
ほ
か
、
意
識
が
は
っ

き
り
し
な
い
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合
は
、
現
場
で
の
応
急

処
置
を
し
つ
つ
医
療
機
関
へ
の
搬
送
を
必
要
と
す
る
Ⅱ
度
以

上
と
判
断
し
ま
す
。
こ
れ
は
脱
水
と
高
体
温
に
よ
り
中
枢
神

経
、
消
化
器
な
ど
に
障
害
が
及
ん
だ
所
見
と
い
え
ま
す
。

　

Ⅲ
度
は
、
医
療
機
関
の
診
察
、
検
査
な
ど
に
よ
っ
て
重
症

と
診
断
さ
れ
入
院
治
療
を
要
す
る
病
態
で
、
場
合
に
よ
り
集

中
治
療
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

  

熱
中
症
の
応
急
処
置 （
図
2
）

もし、あなたのまわりの人が熱中症に
なってしまったら・・・。
落ち着いて、状況を確かめて対処しま
しょう。
最初の処置が肝心です。

熱中症の応急処置

救急車が到着するまでの間に
応急処置を始めましょう。
意識がないのに無理に水を飲
ませてはいけません。

氷のうなどがあれば、首、腋
の下、大腿のつけ根を中心的
に冷やしましょう。

本人が倒れたときの状況を
知っている人が付き添って、
発症時の状態を伝えましょう。

救急車を呼ぶ

水分・食塩を補給する

そのまま安静にして
十分に休息をとり、
回復したら帰宅しましょう

涼しい場所へ避難し、

服をゆるめ体を冷やす

医療機関へ

（めまい・失神・筋肉痛・筋肉の硬直・大量の発汗・頭痛・
不快感・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感・意識障害・けい
れん・手足の運動・高体温）

熱中症を疑う症状がありますか？

CHECK  1

水分を自力で摂取
できますか？

CHECK  3

症状がよくなりましたか？

CHECK  4

意識がありますか？

CHECK  2

涼しい場所へ避難し、

服をゆるめ体を冷やす

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

文
／
小
川
　
信

　

Ⅰ
度
、
Ⅱ
度
の
症
状
は
と
も
に

非
特
異
的
で
あ
る
た
め
、
症
状
に

と
ら
わ
れ
ず
暑
熱
環
境
に
居
る
、

あ
る
い
は
居
た
と
い
う
状
況
か
ら

熱
中
症
を
疑
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
意
識
が
な
い
場
合
は
救
急
車

を
呼
ぶ
こ
と
は
も
と
よ
り
、
現
場

で
す
ぐ
に
体
を
冷
や
し
始
め
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

　

応
急
処
置
と
し
て
、
涼
し
い
環

境
へ
避
難
（
風
通
し
の
よ
い
日
陰

や
、
で
き
れ
ば
ク
ー
ラ
ー
が
効
い

図１

図２
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　より出典

て
い
る
室
内
な
ど
）
し
ま
す
。
衣
服
を
脱
が
せ
て
、
体

か
ら
熱
の
放
散
を
助
け
ま
す
。
露
出
さ
せ
た
皮
膚
に
水

を
か
け
て
、
う
ち
わ
や
扇
風
機
で
扇
ぎ
ま
す
。
氷
嚢
な

ど
が
あ
れ
ば
、そ
れ
を
頚
部（
く
び
）、腋
窩
部（
脇
の
下
）、

鼠
径
部
（
足
の
付
け
根
、
股
関
節
部
）
に
当
て
て
皮
膚

の
直
下
を
流
れ
て
い
る
血
液
を
冷
や
す
こ
と
も
有
効
で

す
。
体
温
の
冷
却
は
で
き
る
だ
け
早
く
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
重
症
者
を
救
命
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
い
か

に
早
く
体
温
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
ま
す
。
救
急
隊
を
呼
ん
だ
と
し
て
も
、
救
急

隊
の
到
着
前
か
ら
冷
却
を
開
始
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

ま
た
、
水
分
・
塩
分
の
補
給
を
し
ま
す
。
冷
た
い
水
や

ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
が
最
適
で
す
。
食
塩
水
（
１
ℓ
に

１
～
２
ｇ
）
も
有
効
で
す
。
た
だ
し
、
呼
び
か
け
や
刺
激

に
対
す
る
反
応
が
お
か
し
い
、
応
え
な
い
（
意
識
障
害
が

あ
る
）
と
き
や
、吐
き
気
、嘔
吐
が
あ
る
と
き
は
禁
物
で
す
。

自
力
で
水
分
の
摂
取
が
で
き
な
い
と
き
は
、
緊
急
で
医
療

機
関
に
搬
送
す
る
こ
と
が
最
優
先
の
対
処
方
法
で
す
。
ま

た
、
症
状
が
改
善
し
な
い
と
き
や
悪
く
な
る
と
き
も
搬
送

し
ま
す
。

  

熱
中
症
の
予
防

　

予
防
の
た
め
に
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

①
暑
さ
を
さ
け
、
日
傘
や
帽
子
な
ど
の
服
装
を
工
夫
し
ま

し
ょ
う
。

②
こ
ま
め
に
水
分
を
補
給
し
ま
し
ょ
う
。
の
ど
が
渇
く
前

や
暑
い
と
こ
ろ
に
出
る
前
か
ら
補
給
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

③
暑
さ
に
備
え
た
体
作
り
を
し
ま
し
ょ
う
。
日
ご
ろ
か
ら

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
で
汗
を
か
く
習
慣
を
身
に
着
け
て
い

る
と
、
体
が
暑
さ
に
な
れ
て
、
暑
さ
に
強
く
な
り
ま
す
。

④
体
調
を
考
慮
し
ま
し
ょ
う
。
脱
水
状
態
や
食
事
抜
き
、

二
日
酔
い
の
と
き
、
風
邪
な
ど
体
調
不
良
の
と
き
や
、
肥

満
の
人
、
子
供
や
お
年
寄
り
、
心
肺
機
能
や
腎
機
能
が
低

下
し
て
い
る
人
、
自
律
神
経
や
循
環
機
能
に
影
響
を
与
え

る
お
薬
を
飲
ん
で
い
る
人
な
ど
は
、
熱
中
症
に
陥
り
や
す

い
の
で
、
暑
い
場
所
で
の
運
動
や
作
業
を
軽
く
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

⑤
集
団
活
動
の
場
で
は
お
互
い
に
配
慮
し
ま
し
ょ
う
。
責

任
の
所
在
を
明
確
に
し
、
そ
の
日
の
暑
さ
や
個
人
の
体
調

に
合
わ
せ
て
計
画
的
に
休
憩
を
指
示
し
ま
し
ょ
う
。
体
調

不
良
を
気
軽
に
相
談
で
き
る
雰
囲
気
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　

暑
さ
指
数
（W

BG
T:

湿
度
、
日
射•

輻
射
な
ど
の
周
辺

の
熱
環
境
、
気
温
な
ど
の
熱
収
支
に
着
目
し
た
指
標
）
が

労
働
環
境
や
運
動
環
境
の
指
針
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
て
い
ま
す 

4)

。
日
本
体
育
協
会
で
は
「
熱
中
症

予
防
運
動
指
針
」、
日
本
生
気
象
学
会
で
は
「
日
常
生
活

に
関
す
る
指
針
」
を
公
表
し
て
い
ま
す
。
催
し
物
を
行
う

と
き
に
は
、
熱
中
症
予
防
の
た
め
の
指
標
と
し
て
く
だ
さ

い
。
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満
１
歳
お
め
で
と
う

こせきの窓

人口　1,604 人（△ 47）
男　　　779 人（△ 22）
女　　　825 人（△ 25）
世 帯　 873 戸（ △ 13）

７月１日現在
（前年同月比）

ご
結
婚
お
め
で
と
う

村
上
　
京
助
さ
ん
（
国
直
）

今
井
　
汐
里
さ
ん
（
大
棚
）

ご
誕
生
お
め
で
と
う

勝
　
恵え

み

か
美
歌
さ
ん
（
勝
栄
一
朗
・
名
音
）

伊
村
　
政ま
さ
た
か高
さ
ん
（
伊
村
勇
治
・
大
金
久
）

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す

光
島
　
モ
ミ
　
様
（
93
歳
・
奄
美
市
）

佐
藤
　
正
夫
　
様
（
67
歳
・
大
棚
）

久
保
　
カ
チ
　
様
（
105
歳
・
大
棚
）

福
元
　
シ
ヲ
子
　
様
（
82
歳
・
戸
円
）

泉
　
覺
義
　
様
（
87
歳
・
宇
検
村
）

香
典
返
し
（
社
会
福
祉
協
議
会
へ
）

畑
島
　
セ
ツ
　
様
（
故
畑
島
清
雄
様
）

佐
藤
　
益
代
　
様
（
故
佐
藤
正
夫
様
）

ふ
る
さ
と
納
税
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

木
原
　
杏
菜
　
様
（
東
京
都
）

玉
城
　
政
和
　
様
（
三
重
県
）

山
田
　
末
廣
　
様
（
愛
知
県
）

森
山
　
純
一
　
様
（
埼
玉
県
）

広
報
誌
謝
礼
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

安
田
　
守
　
様
（
姶
良
市
）

児
玉
　
善
広
　
様
（
横
浜
市
）

藤
崎
　
直
博
　
様
（
東
京
都
）

上
野
　
達
也
　
様
（
鹿
児
島
市
）

島島
のの

　
福
本　

大た
い
せ
い晟

さ
ん

　

保
護
者
：
福
本
新
平
・
由
紀
さ
ん
（
思
勝
）
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国
税
局
や
税
務
署
の
職
員
を
装
っ
た
不
審
な

電
話
が
掛
か
る
事
例
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

電
話
の
内
容
は
、
年
金
の
ア
ン
ケ
ー
ト
や
調

査
と
称
し
て
、「
年
齢
は
い
く
つ
か
。」、「
家
族

は
何
人
か
。」、「
年
金
額
は
い
く
ら
か
。」、「
預

貯
金
額
は
い
く
ら
か
。」
な
ど
と
い
っ
た
も
の

で
す
。

　

国
税
職
員
を
名
乗
る
電
話
で
不
審
な
点
が
あ

る
と
き
は
、
即
答
は
避
け
、
相
手
の
所
属
部
署
、

氏
名
、
電
話
番
号
を
確
認
し
た
上
で
一
旦
電
話

を
切
り
、
最
寄
り
の
税
務
署
ま
た
は
警
察
署
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w

w
.nta.go.jp

又
は 

国
税
庁   

検
索 

）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

熊
本
国
税
局

　

電
話
：
０
９
６
|
３
５
４
|
６
１
７
１

大
島
税
務
署

　

電
話
：
０
９
９
７
|
５
２
|
４
３
２
１

　

※
自
動
音
声
案
内

　

７
月
1
日
か
ら
難
病
医
療
費
助
成
制
度
の

対
象
と
な
る
疾
病
（
指
定
難
病
）
が
現
在
の

１
１
０
疾
病
か
ら
３
０
６
疾
病
に
拡
大
さ
れ
ま

す
。

※
対
象
疾
病
や
医
療
費
助
成
制
度
に
係
る
手
続

き
な
ど
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

下
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

県
難
病
相
談
・
支
援
セ
ン
タ
ー

　

電
話
：
０
９
９
―
２
１
８
―
３
１
３
４

　

名
瀬
保
健
所

　

電
話
：
０
９
９
７
―
５
２
―
５
４
１
１　

　

性
別
に
と
ら
わ
れ
て
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い

ま
せ
ん
か
。
家
庭
の
こ
と
、
仕
事
の
こ
と
、
パ
ー

ト
ナ
ー
の
こ
と
。
生
き
方
な
ど
、
モ
ヤ
モ
ヤ
気
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
一
緒
に
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。

　
「
男
ら
し
く
」
と
か
「
女
ら
し
く
」
で
は
な
く

て
「
あ
な
た
ら
し
く
」
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
専
門
の
相
談
員
が
お
手
伝
い
し
ま
す
。

□
一
般
相
談

・
電
話
相
談

・
面
接
相
談
（
原
則
、
個
室
で
対
応
し
ま
す
。

　

事
前
に
電
話
で
ご
予
約
い
た
だ
き
、
相
談
室

　

へ
お
越
し
下
さ
い
。）

□
専
門
相
談

　
（
一
般
相
談
の
後
に
ご
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
一
般
相
談
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

・
法
律
相
談　

30
分
（
第
１
・３
火
曜
日
）

・
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談　

60
分
（
第
３
木
曜
日
）

・
男
性
相
談　

60
分　
（
第
２
土
曜
日
）

□
受
付
時
間

　

相
談
日
：
火
曜
日
～
日
曜
日

　

時　

間
：
９
時
～
17
時　

但
し
、
火
曜
日

　
（
ま
た
は
祝
日
の
翌
日
）
９
時
～
22
時

　

休
み
：
月
曜
日
・
年
末
年
始

□
相
談
室
専
用
電
話

　

０
９
９
―
２
２
１
―
６
６
３
０

　

０
９
９
―
２
２
１
―
６
６
３
１

　

※
相
談
は
無
料
で
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
お
電
話
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
相
談
室

　

児
童
虐
待
を
受
け
た
思
わ
れ
る
子
ど
も
を
見
つ

け
た
時
や
、
子
育
て
に
悩
ん
だ
と
き
な
ど
に
、
い

ち
は
や
く
児
童
相
談
所
に
通
告
や
相
談
が
で
き

る
よ
う
、
７
月
１
日
か
ら
全
国
共
通
の
番
号
が

「
１
８
６
」
に
変
わ
り
ま
す
。

　

３
桁
番
号
に
か
け
る
と
、
発
信
し
た
電
話
の
市

内
局
番
な
ど
か
ら
地
域
を
特
定
し
、
管
轄
の
児
童

相
談
所
に
電
話
を
転
送
し
ま
す
。

　

児
童
虐
待
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
起
こ
り
う

る
こ
と
で
す
。
あ
な
た
の
一
報
で
救
わ
れ
る
子

ど
も
も
い
ま
す
。
お
か
し
い
な
！
と
思
っ
た
ら

１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）
！

□
問
い
合
わ
せ
先

　

県
庁
子
ど
も
福
祉
課

　

電
話
：
０
９
９
―
２
８
６
―
２
７
６
３

　

FAX

：
０
９
９
―
２
８
６
―
５
５
６
０

　

E-m
ail

：jidou@
pref.kagoshim

a.lg.jp

　

風
水
被
害
・
震
災
・
火
災
な
ど
の
災
害
に
よ
っ

て
住
宅
な
ど
の
財
産
に
損
害
を
受
け
た
場
合
は
、

損
害
の
程
度
に
応
じ
て
県
税
（
個
人
事
業
税
、
自

動
車
税
、
不
動
産
所
得
税
、
産
業
廃
棄
物
税
、
個

人
県
民
税
）
の
減
免
や
納
入
期
限
の
延
長
な
ど
の

措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
措
置
を
受
け
る
に
は
、
一
定
の
要
件

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

大
島
支
庁
県
税
課

　

電
話
：
０
９
９
７
―
５
７
―
７
２
２
９

不
審
な
電
話
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

相
談
室
の
ご
案
内

児
童
相
談
に
つ
い
て

自
然
災
害
に
よ
る
税
の
免
除

難
病
医
療
費
助
成
に
つ
い
て

15 14広報やまと 7 月号 広報やまと 7 月号




